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I 検査目的

本検査は、電気事業法 (昭和 39年法律第 170号)第 49条第 1項に基づき実施

する原子力発電工作物の保安に関する命令 (平成 24年経済産業省令第 69号)第 1

7条の表第 1号及び表第 5号の工事の工程に係る使用前検査について、原子炉冷去Π系

統設備、計装制御系統設備、原子炉格納施設が、認可された工事計画に従い製作され、

据付けされ、所定の性能を有しているものであることを確認するものである。

Ⅱ 適用範囲

本検査は、電気事業法第 49条第 2項第 1号について適合 していることを確認す

るものである。

なお、電気事業法第 49条第 2項第 2号については、同法第 112条の 3第 3項に

より、原子力規制委員会が実施 した核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律 (昭和 32年法律第 166号。以下 「原子炉等規制法」とい う。)第 43条の

3の 11に基づく使用前検査の合格をもつて適合しているものとみなす。

Ⅲ 検査場所

原子力規制委員会原子力規制庁

東京都港区六本木 1-9-9六 本木ファース トビル

関西電力株式会社高浜発電所

福井県人飯郡高浜町田ノ浦

Ⅳ 検査範囲

検査対象設備及び範囲

検査対象設備及び範囲は、工事計画に記載された下記の設備 とする。

高浜発電所第 3機

1

検 査 対 象 個 数

原子力設備

原子炉冷却系統設備

主配管

計装制御系統設備

主配管

原子炉格納施設

主配管

1デ電

1



2 工事計画認可関係

認可番号

(認 可年月日)

工事計画の認可番号 :原規規発第 1908072号 、20181221保 第 18号

(令和元年 8月 7日 )

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認するb

V 検査方法

1 共通事項

(1)使用前検査申請書の確認               ィ

① 検査前確認事項

a本検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備されているこ

とを確認する。使用前検査成績書の「3検査申請」に申請番号 (変更申

請番号を含む。)を記載する。

b検査をする工事の工程及び期 日が申請書どお りであることを確認する。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2 検査手順          |
原子炉等規制法第 43条の 3の 11に基づく使用前検査が終了していること

及び電気事業法に基づき認可された工事計画の内容が原子炉等規制法に基づき

認可された工事計画の内容と同一であることを確認する。 .

Ⅵ 判定基準

工事が電気事業法に基づき認可された工事計画に従つて行われたものであること。
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男町労砥 1

関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

構造、強度又は漏えいに係る試験をする

ことができる状態になった時及び工事

の計画に係る全ての工事が完了した時 |

に係る使用前検査成績書

設 備 '名 :原子炉令却系統設備

計装制御系統設備

原子炉格納施設

系 統 名

西己

主配管

要領書番号 :原規規収第 1908135号 99

年   月

原子力規制委員会
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2 検査の種類

使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった

時及び工事の計画に係る全ての工事が完了した時に係る使用前検

査

3 検査申請

(2019年 8月 13日 )

(2020年 2月 27日 )

(2020年 i3月 24日 )

4 検査期 日 自

至

5 検査場所 原子力規制委員会原子力規制庁

東京都港区六本本 1-9-9六 本木ファース トビル

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6 検査範囲 高浜発電所第 3号機

原子力設備

原子炉冷却系統設備

主配管

計装制御系統設備

主配管

原子炉格納施設

使用前検査申請番号

関原ノ九(第 193号
関原発第 545号
関原発第 627号

月

月

年

年

日

日

主配管
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7 判定基準

8 検査実施者及び検査結果

検査結果 一覧表のとおり

工事が電気事業法に基づき認可された工事計画に従って行われた

ものであること。
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検 査 結 果 覧 表

σう

備  考電気工作物検査官  印検査結果
‐検 査 年 月 日

年  月 一 日

年  月  日

工事の工程

構造、強度文は漏えいに係

る試験をすることができる

状態になつた時

工事の計画に係る全ての工
´

―
事が完了した時


